
公

聴

会

開

催

公

告 

 
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
公
聴
会

を
開
催
し
ま
す
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
告
し
ま
す
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日 

三
重
県
知
事 

鈴
木 

英
敬 

◇
起
業
者
の
名
称 
伊
賀
市 

◇
事
業
の
種
類 

 
伊
賀
市
庁
舎
整
備
事
業 

◇
起
業
地 

 

一 

収
用
の
部
分 

三
重
県
伊
賀
市
四
十
九
町
字
鍋
沢
及
び
平
地
内 

 

二 

使
用
の
部
分 

三
重
県
伊
賀
市
四
十
九
町
字
平
地
内 

◇
公
聴
会
の
期
日 

 

平
成
二
十
八
年
四
月
十
三
日
（
水
） 

 
 

 

午
後
六
時
～
午
後
九
時
頃
（
午
後
五
時
三
十
分
受
付
開
始
） 

◇
会
場 

 
 

三
重
県
伊
賀
庁
舎
大
会
議
室 

 
 

 

三
重
県
伊
賀
市
四
十
九
町
二
八
〇
二
番
地 

◇
公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
起
業
者
の
名
称 

 
 

 

伊
賀
市 

◇
公
述
人
に
つ
い
て 

 

・
公
述
の
時
間
は
、
公
述
一
件
当
た
り
三
十
分
以
内
と
し
ま
す
。（
起
業
者
へ
の
質
疑
を
す
る
場
合
に
お

い
て
、
当
該
質
疑
に
要
す
る
時
間
を
含
み
ま
す
。
） 

 

・
公
述
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
次
に
掲
げ
る
必
要
事
項
を
応
募
様
式
に
御
記
入
の
上
、
四
月
六
日
（
水
）

ま
で
（
必
着
）
に
、
左
記
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
提
出
願
い
ま
す
。 

 
 

①
氏
名
及
び
住
所 

 
 

②
電
話
番
号
又
は
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス 

 
 

③
述
べ
よ
う
と
す
る
意
見
の
要
旨 

 
 

④
自
ら
の
意
見
の
陳
述
と
あ
わ
せ
て
起
業
者
に
対
す
る
質
問
を
行
う
場
合
は
、
そ
の
質
問
の
相
手
方

と
す
る
起
業
者
の
名
称
及
び
質
問
の
要
旨 

 

・
公
聴
会
の
開
催
案
内
及
び
応
募
様
式
は
、
三
月
二
十
五
日
（
金
）
以
降
に
、
三
重
県
県
土
整
備
部
公

共
用
地
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp
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w
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）
に

掲
載
し
て
い
る
ほ
か
、
伊
賀
市
役
所
管
財
課
に
備
え
つ
け
て
あ
り
ま
す
。 

 

・
公
述
に
つ
い
て
の
注
意
事
項
が
開
催
案
内
に
記
載
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

 

・
な
お
、
公
述
希
望
の
応
募
が
多
数
の
場
合
に
は
、
公
述
人
の
数
を
制
限
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

◇
傍
聴
人
に
つ
い
て 

 

・
傍
聴
は
原
則
と
し
て
自
由
と
致
し
ま
す
が
、
会
場
の
関
係
で
入
場
を
制
限
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

 

・
受
付
時
に
、
傍
聴
券
を
配
布
し
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
受
け
て
御
入
場
く
だ
さ
い
。
な
お
、
傍
聴
券
の

配
布
は
先
着
順
と
な
り
ま
す
。 

◇
公
述
を
希
望
さ
れ
る
方
が
い
な
か
っ
た
場
合
に
は
、公
聴
会
を
開
催
し
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

公
述
を
希
望
さ
れ
る
方
が
少
な
い
場
合
に
は
開
催
時
間
を
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

◇
問
い
合
わ
せ
先 

 

三
重
県
県
土
整
備
部
公
共
用
地
課 

 
 

〒
五
一
四
―
八
五
七
〇 

三
重
県
津
市
広
明
町
一
三
番
地 

電
話 

〇
五
九
―
二
二
四
―
二
六
六
一 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ｆ
Ａ
Ｘ
〇
五
九
―
二
二
四
―
二
八
〇
九 


